
誰
が
持
ち
主
な
の
か
わ
か
ら
な

い
土
地
「
所
有
者
不
明
土
地
」

が
全
国
に
広
が
っ
て
い
る
。
原
因
は
、

所
有
者
が
相
続
登
記
を
放
置
す
る
「
権

利
放
置
（
相
続
未
登
記
）
」
と
、
相
続

権
者
が
相
続
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る

「
相
続
権
放
棄
」
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

今
後
、
現
行
制
度
の
ま
ま
で
い
く
と
道

路
新
設
な
ど
の
土
地
利
用
を
は
じ
め
、

ま
ち
づ
く
り
、
環
境
保
全
、
防
災
な
ど

様
々
な
面
で
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ

る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
に
つ
い
て
伺
う
。

(1)
幕
別
町
で
の
現
状
は
。

(2)
平
成
28
年
度
に
お
け
る
死
亡
に
よ
る

未
登
録
件
数
は
。

(3)
所
有
者
不
明
に
よ
る
課
税
保
留
、
不

納
欠
損
処
分
の
数
と
額
は
。

(4)
町
と
し
て
所
有
者
不
明
土
地
の
解
消

に
向
け
て
の
取
組
は
。

(1)
本
町
で
は
納
税
義
務
者
死

亡
後
の
納
税
義
務
の
承
継
の
代
表
者
を

指
定
す
る
た
め
、
「
相
続
人
代
表
者
指

定
届
出
書
」
に
よ
り
、
相
続
人
代
表
者

を
指
定
い
た
だ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、

納
税
義
務
の
発
生
し
て
い
な
い
土
地
の

所
有
者
が
死
亡
し
、
相
続
登
記
が
な
さ

れ
な
い
場
合
は
、
町
と
し
て
は
全
く
知

る
術
を
持
ち
得
な
い
。
地
籍
調
査
に
お

い
て
、
現
在
ま
で
に
調
査
を
行
っ
た

９
７
６
８
筆
、
面
積
64
・
12
㎢
の
う
ち
、

所
有
者
不
明
土
地
は
、
４
３
７
筆
、

22
万
２
２
７
１
㎡
、
筆
数
で
４
・
47
％
、

面
積
で
０
・
35
％
の
出
現
率
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
免
税
点
未
満
で

あ
り
、
課
税
上
の
支
障
は
発
生
し
て
い

な
い
。
農
村
部
の
「
現
況
有
姿
分
譲
地

（
山
林
、
原
野
等
で
宅
地
造
成
さ
れ
ず

に
分
譲
さ
れ
た
土
地
）
」
の
対
象
と
な

っ
た
地
区
で
は
、
面
積
で
最
大
１
・
５

％
程
度
が
所
有
者
不
明
土
地
で
あ
る
可

能
性
が
あ
る
。

(2)
平
成
28
年
度
、
固
定
資
産
税
納
税
義

務
者
の
う
ち
死
亡
を
確
認
し
た
方
は

１
１
１
人
、
こ
の
う
ち
「
相
続
人
代
表

者
指
定
届
出
書
」
の
提
出
を
い
た
だ
い

た
方
は
１
０
５
人
、
町
が
代
表
者
を
指

定
し
て
変
更
の
届
出
が
な
か
っ
た
方
は

６
人
で
あ
り
、
土
地
所
有
者
の
死
亡
に

伴
う
固
定
資
産
税
の
課
税
が
な
さ
れ
な

い
事
例
は
な
い
。

(3)
所
有
者
不
明
土
地
に
つ
い
て
は
、
全

て
通
常
の
課
税
を
行
っ
て
お
り
、
課
税

保
留
は
な
い
。
ま
た
、
所
有
者
不
明
土

地
が
賦
課
さ
れ
未
納
と
な
っ
た
場
合

は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
滞
納
処

分
の
執
行
を
停
止
、
即
時
消
滅
と
し
、

そ
の
後
、
不
納
欠
損
処
分
と
し
て
会
計

処
理
し
て
い
る
。
平
成
28
年
度
に
お
け

る
不
納
欠
損
処
分
に
よ
る
件
数
は
２
件

あ
り
、
面
積
に
し
て
約
３
２
０
０
㎡
、

金
額
は
約
１
万
８
２
０
０
円
。

(4)
所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
は
、
登
記

事
項
と
実
態
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
一
自
治
体
で
所
有
者
不
明
土
地
の

解
消
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
国

の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
進
め
ざ
る
を

得
な
い
。毎

年
２
月
最
終
水
曜
日
は
「
い

じ
め
」
を
撲
滅
す
る
た
め
の

取
組
「
ピ
ン
ク
シ
ャ
ツ
デ
ー
」
の
イ
ベ

ン
ト
が
全
国
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
い

ま
だ
に
い
じ
め
が
無
く
な
ら
な
い
現
状

が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
を
伺
う
。

(1)
い
じ
め
の
内
容
、
対
応
、
検
証
は
。

(2)
ネ
ッ
ト
上
で
の
い
じ
め
、
ネ
ッ
ト
ト

ラ
ブ
ル
対
策
は
。

(3)
子
ど
も
た
ち
が
常
に
相
談
で
き
る
体

制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
。

(1)
小
学
校
で
は
「
悪
口
を
言

わ
れ
た
り
、
嫌
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
」
、

中
学
校
で
は
「
部
活
動
中
に
無
視
を
さ

れ
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
「
い

じ
め
防
止
対
策
推
進
法
」
に
規
定
す
る

重
大
事
態
の
発
生
は
な
い
。
学
校
全
体

で
組
織
的
に
協
力
・
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
体
制
づ
く
り
に
努
め
て
い
る
。

(2)
町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
お
よ
び
町
校
長
会

の
協
力
を
い
た
だ
き
作
成
し
た
「
携
帯

電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ル
ー
ル
」

を
全
児
童
生
徒
へ
配
付
す
る
な
ど
、
基

本
的
な
ル
ー
ル
の
啓
発
を
推
進
す
る
。

(3)
教
育
委
員
会
で
は
、
24
時
間
対
応
の

電
話
相
談
窓
口
や
メ
ー
ル
に
よ
る
教
育

相
談
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、
学
校
に

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
派
遣
し
、

児
童
生
徒
へ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行

っ
て
い
る
。

答問
一
自
治
体
で
解
決
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

国
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
進
め
て
い
く

所
有
者
不
明
土
地
の
現
状
と
対
策
は

■ 一 般 質 問 ■ 

⓭

問

答問
学
校
・
家
庭
・
地
域
な
ど
と
連
携
し

根
絶
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
で

「
い
じ
め
」
の
早

期
発
見
を

問

町
　
長

教
育
長

岡本眞利子 議員
（政清会）


